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安全管理・安全指導・事故防止 
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運動部活動は、学校において行われる教育活動であり、生徒の安全が確保されることが大前
提である。そのため、実施については、顧問だけでなく複数の指導者による指導・監督体制を
整えるなど、学校として安全管理を徹底する必要がある。 

また、次に示すように、日頃から指導者と生徒の事故防止に対する意識を高めるとともに、
事故を未然に防ぐための行動が適切にとれるようにしておくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 運動部活動における安全管理と事故防止 

【質問４０】 

日頃から運動部活動における事故を未然に防ぐためには、どのようなことに配慮しておく必
要がありますか？ 

【ヒント】 
日頃から、運動部活動における事故には細心の注意を払う必要があります。 
下記のことに配慮して、運動部活動の指導に当たるようにしましょう。 

 
チェックしてみましょう。 
１ 健康状態の把握 
□・活動中は、生徒に常に声をかけ、その日の健康状態を把握する。 
☐・生徒に、日頃から自分の健康管理について関心や意識をもたせ、適度な休養や栄養の

補給に留意させる。 
☐・活動に際しては、生徒の健康観察を適切に行い、体調が優れない生徒に対しては、無

理をさせず、活動内容を制限するか、休ませるかを適切に判断する。 
☐・健康診断や心電図検査等で異常が認められた生徒に対しては、医師の指示に従うとと

もに、養護教諭、学級担任、保護者等との連携を密にし、健康状態について常に把握
しておく。 

 
２ 個人の能力に応じた指導 
☐・学年差や個人差に十分配慮した活動内容と方法を工夫し、段階的、計画的な指導を行

う。 
☐・新しい内容（技）や難易度の高い技術の練習は、必ず顧問の指導の下で実施するとと

もに、個人や集団の能力に応じた練習方法で行わせる。 
☐・新入生については、特別な時間を別途設けて説明するなど安全に対する意識の向上に

努める。 
  また、１年生用の練習メニューを計画し、入学当初は30分以上終了時刻を早めて学校

生活に慣れるようにするなどの配慮をする。 
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３ 運動の特性を踏まえた合理的な指導 
☐・運動の特性を踏まえた準備運動及び基礎的・基本的な技能を大切にした練習（柔道の

受け身やバスケットボールのフットワーク等）を行うことで事故を未然に防ぐ。 
☐・練習の目的及び内容や効果的な練習方法を、生徒に科学的に理解させる。 
☐・安全上、特に配慮が必要な競技種目及び練習内容については、段階的な指導をより徹

底するとともに、必ず顧問の指導の下で実施する。 
☐・同一場所で複数が活動している場合には、常に周囲の状況を確認し安全確保に努め

る。 
 
４ 施設・設備・用具の安全点検と安全指導 
☐・定期点検日を設けるなど、学校全体で安全意識を高めるとともに、使用前には必ず、

練習場所、使用器具の整備・点検を実施し、生徒にも安全確認をする習慣を身に付け
させる。 

☐・サッカーゴールやバッティングマシーン等の施設・設備・用具は、使用方法に従って
正しく使用するとともに、内在する危険性を生徒に理解させ、事故が起きないように
常に注意する。特に、サッカーゴール等の固定については、確実な方法で行うことが
大切である。 

☐・使用後の用具等の保管場所や収納の仕方を決めて整理・整頓に努め、安全管理の徹底
を図るよう指導する。 

 
５ 天候や気象を考慮した指導 
☐・活動時の気象条件に留意する。特に高温・多湿の状況では、熱中症にならないよう水

分や塩分を十分補給し、健康観察を行う。 
☐・暴風や雷等に対して、練習の中止や中断の判断が的確に行えるよう、情報の収集に努

めるとともに、判断基準を明確にしておく。 
☐・日没時間や気温から考えると、春から秋にかけての季節は、活動時間が多くなり、暑

さで体力の消耗が激しいことを考慮する。 
反対に冬は、日が短いことから効率のいい練習内容が必要であるとともに、日没後に
帰宅することになるため、下校時の安全確保についても指導する。 
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【ヒント】 
学校が計画する教育活動の一つとしての運動部活動は、顧問が練習に立ち会い、指導する

ことが原則になっています。 
しかし、どうしても校務等の都合で顧問が練習の場に立ち会うことができない場合には、

他の顧問が立ち会うなどの連携を図り、次の事項に留意する必要があります。 
 
チェックしてみましょう。 
□１ 他の顧問又は外部指導者との連携 

・安全に練習を進めさせるためには、活動場所が見える他の部の顧問や外部指導者を
活用している場合は、その指導者に監督を依頼する。 

・事前に練習開始時間・終了時間の連絡や練習内容・練習場所等についても明確にし
ておく。 

□２ 練習計画の修正と内容の事前連絡 
・練習に立ち会えない場合は、事前に練習内容を詳細に指示し、部員同士で安全に練

習できるように適切な措置を講じる。 
・危険な内容の練習はしないことを一人ひとりに周知徹底する。 
・日常の練習を通して、練習場所や自他の安全に留意して練習ができるように指導す

ることも大切である。 
□３ 特に、事故発生時の緊急連絡体制は、顧問・外部指導者だけでなく、全教職員及び

生徒全員に周知しておく。 
 
以上のように、十分に安全への配慮を行い、他の部の顧問の協力を得て、練習に取り組ま

せることが大切です。 

【質問４１】 

職員会議・出張等で直接指導ができない場合、特に事故防止にはどのようなことに配慮した
らよいですか？ 
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【質問４２】 

事故が発生したときに迅速に対応するには、日頃からどのようなことをしておく必要があり
ますか？ 

【ヒント】 
万が一、事故が発生した場合には迅速に対応しなければいけません。対応の仕方や心構え

についても、あらかじめ準備しておく必要があります。 
 以下のことに留意しておきましょう。 

１ 事故発生時の対応について、次頁の「緊急時の対応マニュアル例」を参考にして年度
当初にマニュアルを作成するとともに、教職員に周知し、緊急連絡体制を確立する。 

２ 生徒にも保健体育科の授業や部活動を通して応急手当に関する指導を行うとともに、
事故発生時の行動の仕方についても指導する。 

○愛媛県県立学校運動部員健康管理要領（昭和50年3月14日教育委員会訓令第1号） 
 

（趣旨） 
第１条 愛媛県教育委員会の所管に属する県立学校の運動部員の健康管理については、この訓令

の定めるところによる。 
（日常の健康管理） 
第２条 運動部員の活動については、健康診断の結果、異常のない者を参加させることとし、日

常の健康管理は、次のとおりとする。 
(１) 原則として毎週１回体重測定を行うとともに毎月１回健康相談を実施し、常に健康状態を

は握すること。 
(２) 必要に応じて、血圧、尿、心電図、赤血球沈降速度その他の検査を行い、疾病の早期発見

に努めること。 
(３) ツベルクリン反応検査の結果、強陽性と認められた者又は自然陽転と認められた者につい

ては、医師の指導に従い適切な措置をとること。 
(４) 疾病等により練習を休んでいた運動部員を練習に参加させるときは、医師の診断を受けさ

せる等の方法により治ゆを確認すること。 
（競技参加時の措置） 
第３条 運動部員を対外運動競技に参加させるときは、十分健康状態をは握し、異常のあると認

められた者については、医師の指示により適切な措置をとるものとする。 
（競技参加後の措置） 
第４条 運動部員を対外運動競技に参加させたときは、競技終了後速やかに健康相談を実施し、

異常のある者については、適切な措置をとるものとする。 
（安全管理） 
第５条 運動部員が使用する練習場、施設、用具等を常に点検整備するとともに、服装、練習方

法等にも留意し、事故の防止に努めなければならない。 
附 則 
この訓令は、昭和50年４月１日から施行する。 
附 則（昭和54年７月13日教育委員会訓令第４号） 
この訓令は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和63年４月１日教育委員会訓令第２号） 
この訓令は、公布の日から施行する。 
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緊急時の対応マニュアル例 (平成22年度　愛媛県教育委員会作成)

救命のための手当

・一次救命措置
・傷病に対する応急手当

※交通事故の場合は、所轄署に
　行き、現場検証の結果を聴取し
　なければならないことがある。

事故（災害）発生

現場へ急行

周囲の観察
・二次事故（災害）の危険の有無
・緊急避難の必要の有無
・傷病の原因

傷病者の観察
・全身の観察（大出血などの有無）
・意識の確認（反応の有無）

危険の排除
・専門機関（119番等）への通報
・二次事故（災害）の防止
・緊急避難、救助

・意識障害
・気道閉塞
・呼吸停止
・心停止
・大出血
・ひどい熱傷
・中毒

左の場合の
他に生命の
危機に陥る
危険があるま
たは専門の
資機材を
要する場合

【　応　　急　　手　　当　】
養護教諭が不在の場合は、学校医の指示をうける。命の確保を最優先に行う。

体　位　・　保　温 体　位　・　保　温

一般車両での搬送が困難な場合
 ・救急車の手配（119番通報）

一般車両での搬送が可能な場合
 ・搬送の準備

救　急　隊　へ　の　引　継　ぎ 搬　　　送

医　　　　療　　　　機　　　　関

通報による場合 教職員が現場にいた場合

傷病者に聞く
・名前や住所を言えるか
・傷病の原因
・痛みの場所や程度

見る
・顔色、唇、皮膚の色
・外傷、出血
・意識の状態
・胸の動き、呼吸
・腫れ、変形
・嘔吐
・手足を動かせるか

触れる
・熱
・脈

聞く
・呼吸音

・連絡・119番通報（救急車の手配）
・ＡＥＤの手配
・傷病者の記録

状態の悪化を防止するための応急の手当

・傷病に対する応急手当
・頭部、腹部の打撲などは動かさない
・外見や外傷だけで安易に判断をしない

大出血などなく、反応があった場合　くわしい観察

協力者を求める

直ちに手当が必要な場合

※交通事故の場合は、所轄署に
　行き、現場検証の結果を聴取し
　なければならないことがある。
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他に生命の
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危険がある
または専門
の資機材を
要する場合
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通報による場合 教職員が現場にいた場合

傷病者に聞く
・名前や住所を言えるか
・傷病の原因
・痛みの場所や程度

見る
・顔色、唇、皮膚の色
・外傷、出血
・意識の状態
・胸の動き、呼吸
・腫れ、変形
・嘔吐
・手足を動かせるか

触れる
・熱
・脈

聞く
・呼吸音

状態の悪化を防止するための応急の手当

・傷病に対する応急手当
・頭部、腹部の打撲などは動かさない
・外見や外傷だけで安易に判断をしない

大出血などなく、反応があった場合　くわしい観察

協力者を求める

直ちに手当が必要な場合
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   ☆重大な事故の場合
　      ・事故対応の記録
　      ・報道関係との対応
　      　（窓口の一本化）

【診断、治療】
　　○診察、治療の直後に保護者とともに医師からの診断結果を聴取し、指示を受ける
　　○管理職が立ち会っていない時は治療中に必要に応じて管理職の来院を求める
　　○状況によっては、管理職に第１報を入れる

医　　　　療　　　　機　　　　関

１　負傷の状況
２　応急手当の状況
３　事前に収容病院の了
　　解を得る。
　　事後の場合、病院に
　　来てもらうことと保険
　　証の持参を依頼
４　家庭が不在の場合は
　　勤務先等に連絡

　○学校へ連れて帰る
　○自宅へ送り届ける
　○入院の手続き、準備

　※保護者不在の場合は、治療後に管理職から説明し、保護者に了解を得る。

　　　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター
　　　　　申請書を作成　「災害報告書」

　　独立行政法人日本スポーツ振興センターの制度に
　　ついて説明する

　　　・「医療等の状況」の用紙を渡す
　　　・要保護家庭の場合は、医療券によって治療

帰宅後又は帰校後、関係者に連絡、報告

事故報告

「事故報告」を作成し、県又は市町村教育委員
会へ提出する。

必要な場合（重傷等）は、その後の経過（症
状、保護者の様子）等について県又は市町村
教育委員会へ連絡する。

全職員に事故発生から現在までの状況説明と対策について周
知徹底
　・緊急時の連絡体制を確認
　・事故再発防止のための指導の充実
　・安全点検及び事後措置の徹底
　・児童生徒と保護者への状況説明と再発防止
　・加害者への対応。被害者へのメンタルケア及び学校
　　復帰への支援

保護者に連絡 現場確認

１　いつ（時系列で整理）
２　どこで
３　だれが
４　だれと
５　どうしていて
６　どうなったか

教育委員会に連絡

１　日時
２　学校名
３　氏名（本人・相手）
４　学年、組、部活動名
５　保護者氏名
６　住所、電話番号
７　事故の概要
８　対応状況、応急処置

管理職（関係者）に連絡
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暑い中で無理に運動しても、トレーニングの質が低下する上、消耗が激しく、効果は上がら

ない。熱中症予防のポイントを正しく理解して活動することは、安全面だけでなく効果的トレ
ーニングを行う上でも大変重要である。 

独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページに掲載されている熱中症予防のため
の啓発資料「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」を参考に熱中症の予防について
正しく理解していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

独立行政法人日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」 

２ 熱中症の予防 
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【質問４３】 

熱中症を予防するためには、どのようなことに留意する必要がありますか？ 

【ヒント】 
独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページに掲載されている熱中症予防のた

めの啓発資料「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」の中にある「－熱中症予防
の原則－」等を参考に理解を深めておきましょう。 

また、水分の補給について次頁の「水分補給のポイント！」を参考にしましょう。 
「－熱中症予防の原則－」 

 

 
１ 環境条件に応じて運動する（日本体育協会(1994)「熱中症予防のための運動指針」

を参照） 

学校の管理下における熱中症の死亡事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動による

ものです。暑い季節の運動は、なるべく涼しい時間帯に行い、運動が長時間にわたる

場合には、こまめに休憩をとりましょう（目安は30分程度に１回）。 

 

２ こまめに水分を補給する 

暑いと汗をたくさんかきます。水分を補給しないと脱水状態となり、体温調節や運

動能力が低下します。暑いときは、一人ひとりの状態に応じて、こまめに水分を補給

しましょう。汗には塩分も含まれているので、0.2％程度の食塩水を補給します。市

販のスポーツドリンク（多くは、塩分濃度0.1～0.2％）を利用するのもよいでしょ

う。補給する量は、汗をかいて失われた分を補給するのが望ましい形です。発汗量は

個人差が大きいので、運動前後に体重を計って、水分補給の目安としましょう。 

 

３ 暑さに慣らす 

熱中症の事故は、梅雨明けなどの急に暑くなり、体が暑さに慣れていないときに多

く発生する傾向にあります。暑さに慣れるまでは（１週間程度）、短時間で軽めの運

動から始め、徐々に慣らしていきましょう。 

また、試験休みや病気の後など、しばらく運動をしなかったとき、合宿の初日など

には、急に激しい運動をすると熱中症が発生することがあるので、注意しましょう。 

 

４ できるだけ薄着にし、直射日光は帽子で避ける 

暑いときには、軽装にして、素材も吸湿性や通気性のよいものを選びます。屋外で

直射日光に当たる場合は、帽子を着用し、暑さを防ぎましょう。防具をつけるスポー

ツ（剣道、アメリカンフットボールなど）では、休憩中に防具や衣服を緩め、できる

だけ熱を逃がしましょう。 

 

５ 肥満など暑さに弱い人には特に注意する 

暑さへの耐性は個人差が大きいことを認識する必要があります。肥満傾向の人、体

力の低い人、暑さに慣れていない人、熱中症を起こしたことがある人などは暑さに弱

いので、運動を軽くするなどの配慮をしましょう。 
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参考資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

学校安全・食の安全 教材カード（No．2平成21年7月） 
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【ヒント】 
独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページに掲載されている熱中症予防のた

めの啓発資料「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」の中にある、下記の「熱中
症の応急措置」等に従って対応しましょう。 

 また、夏の疲労回復について、次頁の先輩教員の実践事例も参考にしましょう 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」 

【質問４４】 

生徒が熱中症で体調不良になった場合は、どのような応急手当をすればよいですか？ 
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実践事例  

 

＜平成22年度 今治北高等学校陸上競技部顧問 竹本 英利先生＞ 

 

 

 

 

 

夏の疲労を取るために 
 
今年の夏は、記録的な猛暑が連日続き、新聞などでも「熱中症」の記事を例年より

も多く目にしたように思います。涼しい環境の中でトレーニングを消化できた人はと
もかく、ほとんどの人が連日の暑さの中でのトレーニングではなかったかと思いま
す。いくら工夫を凝らしたものであっても、量の多くなった夏休みのトレーニングに
おいては、知らず知らずのうちに慢性疲労の状態に陥りがちです。それによって、涼
しい秋になっても体調が良くならず、記録が出ないといった状態が起こってきます。 

これを改善するには「休養」と「栄養」を見直すことです。思い切ってトレーニン
グ量を減らして休養を多くとるのはもちろんのこと、もう一度食事のとり方や内容も
見直す必要があります。食事の前の水分のとりすぎ(特に甘い飲み物はスポーツ飲料で
あっても禁物です)には注意しましょう。また、疲労回復には豚肉などビタミンB1の多
く含まれた食品を摂取することが大切なので、調理方法などを工夫して食べるように
して下さい。 

また、貧血、もしくはそれに近い状態に陥っていることも考えられます。できれば
貧血検査等も行って、自分の体調の把握に努めてください。 

竹本英利先生が寄稿した陸上競技マガジンから一部抜粋  
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応急手当は、事故直後の処置であり、傷病の状況や程度を的確に見極めて必要に応じて医療

機関での診察・治療を受けることが大切である。 
万一のため、下記を参考にして救命処置に対して正しく理解し、適切に対処しなければなら

ない。 
なお、心肺蘇生法のガイドラインは定期的に更新されるので、最新の情報に基づいて正しく

理解していただきたい。 
（以下（１）～（３）について、総務省消防庁ホームページ 生活密着情報から抜粋） 

 

⑴ 救命処置の流れ（心肺蘇生法とAEDの使用） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 応急手当 
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 ⑵ 心肺蘇生法（胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせを継続） 
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 ⑶ ＡＥＤの使用手順 
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【ヒント】 
防災気象情報について、気象庁は、都道府県や市町村などを通して、またテレビやラジオ

など報道機関の協力を得て、国民の皆さんへ防災気象情報を届けています。また、気象庁自
らも、ホームページ（http://www.jma.go.jp/jma/index.html）を開設し、必要な情報を提
供しています。 

用語解説 「ナウキャスト」 

ナウキャストとは、今（ナウ）と予報（フォーキャスト）を組み合わせた造語です。 

過去から現在までの変化傾向に基づき、１時間程度先までのごく短い予測を行います。最新の状

況を反映できるので、状況変化の大きい局地的な現象の予測には、「ナウキャスト」技術は有効な

手段です。 

種類 目的 形式 発表間隔 特徴 使い方 

気象レーダー ５分ごと 

アメダス １時間ごと 

解析雨量 

気象状況の

監視 
図形式 

３０分ごと 

市町村あるいはそれ

より狭い領域での雨

の領域や強さの分布

を把握できる 

行動の数時間前

から行動中にチ

ェックする 

警報・注意報 随時 

天気予報 
文字形式 

１日３回 

都道府県を数区域に

分割した程度の広さ

に対する雨の降りや

すさを予報する 

行動の1日前か

ら数時間前に注

目する 

降水短時間予報 ３０分ごと 

降水ナウキャスト 

気象状況の

予報 

図形式 
１０分ごと 

市町村あるいはそれ

より狭い領域での雨

の領域や強さの分布

を予報する 

行動の数時間前

から行動中にチ

ェックする 

 

 

 
 屋外の活動においては、活動中に暴風や雷等（局地的大雨、集中豪雨）が発生した場合に備
えて、練習の中止や中断の判断が的確に行えるように、気象に関する情報の収集を効果的に行
っておくことが重要である。 

 

 

 

 

  

  ＜気象庁が提供する雨に関する主な防災気象情報の特徴＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【質問４５】 

活動予定日時に荒天が予想される場合、気象情報の種類はどのようなものがありますか？ 

４ 局地的荒天を対象とした防災気象情報の利用 
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【質問４６】 

防災気象情報において、屋外で行動する場合を例にすると、局地的大雨の可能性に対してそ
れぞれの段階で確認すべきことはどのようなことがありますか？ 

【ヒント】 
活動日に荒天が予想される場合は、万全の準備を期すことが大切です。 
チェックしてみましょう。 
１ 行動前日 

着目する領域及び隣接地域で、翌日雨が降りやすい不安定な天気になるかを、確認す
る。 
□天気予報に雨や雷が予報されている。 
□天気概況に「大気の状態が不安定」「天気が急変するおそれ」の表現がある。 

⇒対応：不安定な天気になる可能性があることを心しておく。 
 
２ 当日朝 

着目する地域及び隣接地域で、当日雨や不安定な天気となる可能性の程度を、確認す
る。 
□天気予報で雷が予報されている。（不安定な天気が予想されている） 
□天気予報で雨が予報されている。（天気予報に雨が予報されていない場合でも、降水

確率が高くなっている時間帯は雨の可能性が強い） 
⇒対応：不安定な天気（雷が予想されている）の時間帯や雨の可能性が高い時間帯には、

計画の変更も検討する。 
 
３ 行動前 

周辺市町村を含め着目する領域で、大気の状態が不安定なことによる気象状況が発生
していないかを確認する。 
□大雨警報・注意報あるいは雷注意報が発表されている。 
□気象レーダー画像で、周辺に例えば20mm/h以上の雨域(土砂降りに相応する強い雨で

気象庁ホームページの場合、黄色以上)が表現されている。 
□行動時間帯における降水短時間予報で、強い雨域（例えば20mm/h以上）が予想されて

いる。 
⇒対応：計画を変更する、あるいは天気の急変に留意した行動をとる。 
 
４ 行動中 

周辺市町村を含め着目する領域で、大気の状態が不安定なことによる気象状況が差し
迫っていないかを確認する。（周辺の気象状況の確認。可能であれば、携帯電話サービ
スを利用） 
□周辺の空の様子から積乱雲が近づく兆しがある。 
□気象レーダー画像や降水ナウキャストで１時間以内に雨が移動してくることが予想さ

れる。(携帯電話サービスを利用できる場合) 
⇒対応：行動を中断する、あるいは天気の急変に対しすぐに対応できる行動をとる。 

気象庁 局地的大雨から身を守るために―防災気象情報の活用の手引き― 
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損害賠償責任の解説 

 

 
 
部活動中に事故が起こらないよう顧問は指導する際、安全面での十分な配慮が必要とされる。

単に「危ないから気をつけよ！」的な注意ではなく、具体的な方法を提示できる指導者が求め
られる。 

過ちを繰り返さないために、過去に発生した事故を教訓とすることが重要である。 
損害賠償責任について、訴訟となるケースも多いことから、次の解説や参考となる事案を紹

介するので参考にしていただきたい。（刑事責任に関する事案を含む） 
 

 

 
・ 県立学校又は市町立小・中学校の部活動中の事故により生徒が負傷し、又は死亡した場

合は、被害生徒及びその両親等から損害賠償の請求がなされる場合がある。 
・ 国家賠償法第１条には「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を

行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体
が、これを賠償する責に任ずる」と規定されており、教員が、故意又は過失によって違法
に他人に損害を加えたときは、県又は市町が賠償責任を負う旨規定されており、事故の場
合は、故意ということは一般に考えられないため、過失の有無が問題となる。 

・ 「過失」とは、通常尽くさなければならない注意を怠った場合を指す。事故の可能性が
予見できたのに、執るべき安全確保の措置を欠いたため、事故が発生したときは、過失が
あったと認定され、県又は市町が損害賠償責任を負うこととなる。 

・ また、事故の場合も、損害賠償責任とは別に、教員が刑事責任(業務上過失致死傷罪等)
を問われる場合がある。 
 

５ 事故事例から学ぶ 

《事前の計画の必要性 ―運動事故と法的責任―》 
指導者の専門性（指導責任）とは、「指導者は、生徒の生命・身体の安全を確保 

するために必要な指導及び監督をする義務がある。ここでの義務のことを注意義務 
という。」とあります。 

この注意義務が重要であり、基本的に問われることになります。 
注意義務には、①安全を確保する義務（危険予見義務）と、②危険な結果を回避 

する義務（危険回避義務）の二面があります。すなわち、潜在的な危険を早く発見 
し、早く取り除く配慮、潜在的な危険を重なり合わせないようにする配慮及び二次 
的な事故にならないようにする配慮等が、事故防止のために必要な指導者の基本的 
な留意点と言えるでしょう。そのような事故防止のための能力を高めるとともに、 
計画の段階から、十分な安全対策を具体化しておくことが重要です。 

        （文部省 みんなでつくる運動部活動 平成11年3月）   
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事案 １ 

野球部のハーフバッティング練習で投手が打球の直撃を受けて重症を負った事案 
（宇都宮地裁平成４年12月16日判決） 

【事件のあらまし】 
 県立高等学校野球部のハーフバッティングの練習で、打者が打ち返した打球はライナー
となって投手の右側頭部を直撃し、頭蓋骨骨折等の傷害を与えた事故について、監督教諭
に過失があったとして、県に１億1,645万円余の支払が命じられた。(なお、県は控訴した
が、原判決が相当として、控訴は棄却された。) 
 

【判決のポイント】 
○ ハーフバッティング練習では、投手とホームベースとの距離が正規の約３分の２とな

り、投手に向かってライナー性の打球が飛来した場合に、投手が瞬間に回避措置を執っ
たとしても確実に打球を避け得るに足りる距離とは認められず、二方向に防球ネットが
設置されていたことを考慮しても、安全性を備えた練習方法とは言い難い。 

○ 事故当時の練習方法はスポーツが常に内包する危険性を超えていたものといわざるを
得ない。 

○ 監督教諭としては、危険性を有した距離を指示して練習を行わせたか、少なくとも、
危険な練習に立ち会いながら何ら的確な指示を出さずに練習を続行させたものであっ
て、指導上の過失があったといわざるを得ない。 

○ なお、他の高等学校において同様の練習方法が行われていたことは、監督教諭の過失
を認定するに何ら妨げとなるものではない。 

体操部の練習中に生徒が前方抱え込み２回宙返りに失敗し負傷した事案 
（東京高裁平成７年２月28日判決） 

【事件のあらまし】 
 県立高等学校の体育館で、ミニトランポリンを用いて前方抱え込み２回宙返りの練習を
していた体操部の生徒が、失敗して頭部をエバーマットに激突させ、頸椎脱臼骨折等の傷
害を負った事故について、顧問教諭に過失があったとして、6,950万円余の支払が命じら
れた。 

 
【判決のポイント】 

○ 実技訓練を行うクラブ活動においては、その試みる技の種目が高度なものになればな
るほど、危険性は高くなる。その危険性を防止するためには、指導担当教諭は、絶えず
クラブ活動全体を把握して生徒の技の習得状況、熟練度に応じた技の練習をさせること
により、できるだけ危険を防止すべく綿密な実施計画を立て、これを生徒の状況に応じ
て実施するよう徹底させることが必要である。 

○ 顧問教諭は、日常の練習にほとんど立ち会ったことはなく、危険防止のための具体的
な指導を行うこともせず、部員の自主的判断に任せていた。また、本件事故の発生当日
顧問教諭は、生徒には失敗する可能性が極めて強い上、失敗すれば重大な事故が生ずる
可能性が予見されるような危険性の高い技の練習を試みるのを察知することができず、
生徒の試技に忠告を発することも実際に止めることもできなかった。 

○ 顧問教諭には、体操競技に伴う危険防止、安全措置を講ずべき義務を怠った過失があ
るといわなければならない。 

事案 ２ 
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事案 ３ 

ラグビー部夏合宿での練習中に生徒が熱中症により死亡した事案 
（静岡地裁沼津支部平成７年４月19日判決） 

【事件のあらまし】 
 私立高等学校ラグビー部の夏合宿練習において、監督教諭が、練習試合後にほとんど休
憩もなくアフター練習を実施し、その間約２時間40分にわたって全く水分補給をせず、練
習中に苦しそうで息が上がっていた生徒に対し、更にランニングパスの練習を命じ、その
練習中に生徒の意識がもうろうとなり、多臓器不全で死亡した事故について、監督教諭に
過失があったとして、学校及び監督教諭に5,233万円余の支払が命じられた。 
 

【判決のポイント】 
○ 事故当日の気象要因、練習試合までの運動に加え、アフター練習としての激しい運動

の内容とその量や、ほとんど休憩も取らず練習が課せられたなどの運動要因、生徒の従
前の練習量の不足と他の部員に劣る体力や、練習中全く水分補給がなされていないなど
の個体要因、練習中苦しそうで息が上がっていたことなどを総合的に考慮すれば、熱中
症の発症を予見し得たものというべきであるから、直ちに練習を中止し、生徒の全身状
態を十分観察した上、休ませて水分を補給させる等の措置を執るべき注意義務があった
というべきである。 

○ また、熱中症の発症を念頭に置かないまでも、そのような状態にあった生徒に対して
は、少なくとも、その健康状態を気遣い、同様の措置を執るべき注意義務があったとい
わざるを得ない。 

事案 ４ 

サッカーの試合中の落雷により生徒が負傷した事案 
（最高裁平成18年３月13日第二小法廷判決） 

 
【事件のあらまし】 

 私立高等学校の課外活動としてのサッカーの試合中に落雷により生徒が障害（視力障
害、両下肢機能の全廃、両上肢機能の著しい障害等）を負った事故について、サッカー部
の引率兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が迫っていることを予見すべき注意義務があっ
たとして、その義務違反が肯定された。 
（破棄差戻しされ、差戻し控訴審で学校法人らに逸失利益等３億円余の支払が命じられ
た。） 

 
【判決のポイント】 

○ 教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては、生徒は担当教諭
の指揮監督に従って行動するのであるから、担当教諭は、できる限り生徒の安全にかか
わる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止
する措置を執り、クラブ活動中の生徒を保護すべき注意義務を負うものというべきであ
る。 

○ 試合開始の直前ころには、南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が
聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていた。そうすると、雷鳴が大きな音では
なかったとしても、引率兼監督教諭としては、落雷事故発生の危険が迫っていることを
具体的に予見することが可能であったというべきであり、また、予見すべき注意義務を
怠ったというべきものである。 
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事案 ５ 

真夏の炎天下での練習中に生徒が熱中症により死亡した事案 《刑事事件》 
（横浜地裁川崎支部平成14年９月30日判決） 

 
【事件のあらまし】 
 市立中学校野球部の顧問教諭が、真夏の炎天下で、２時間以上にわたるノック練習の終了
後、約５分間の給水休憩を取らせただけで、持久走を実施させ、その途中で生徒が熱中症の
症状が出始めていたことに気付かず、意識を失い転倒した時点で初めて熱中症に罹患したこ
とを知り、処置の遅れにより生徒を死亡させた事故について、業務上過失致死傷罪が成立す
るとされた。 
 
【判決のポイント】 

○ 真夏の炎天下で部の活動を行うに当たり熱中症の発生を予防するとともに、部員に熱
中症が生じた場合には迅速かつ適切な措置を執れるような態勢で指揮監督し、部員の健
康保持に留意すべき注意義務があるのにこれを怠った結果、部員のうち１名をして熱中
症に罹患させた上、その症状が現れた時点でこれに気付かず、その対処が遅れたため、
同部員を熱中症に起因する多臓器不全による出血性ショックで死亡させた業務上過失致
死の事案である。 

○ 体力的に十分な成長を遂げているとはいい難い中学生の部活動の指導を託された者と
して、その注意義務の懈怠は、厳しく非難されても仕方がない。 
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実践事例  

 

スポーツ障害やけがの予防については、保護者の理解や協力も必要なことから正しい情報

を部活動通信等で提供し、家庭の協力を呼びかけて取り組むことも大切である。 

  ＜部活動通信 松山市立拓南中学校サッカー部 村上 典先生＞ 
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